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告 示■

◎群馬県告示第１７９号

森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項に規定する知事が許可すべき皆伐面積の限度は、

次のとおりとする。

令和３年６月１日

群馬県知事 山 本 一 太

皆伐面積の限度を定める区域 保安林の種類 皆伐面積の限度
（ヘクタール）

神流川 水源かん養保安林 ５２０．２３

土砂流出防備保安林 ２８０．５３

保健保安林 ３０．５２

藤岡市 干害防備保安林 １８．８８

鏑川 水源かん養保安林 ３６６．５０

土砂流出防備保安林 ４１１．６６

保健保安林 ４．５０

富岡市 干害防備保安林 １．７６

下仁田町 干害防備保安林 ６．０８

碓氷川 水源かん養保安林 ２２２．２１

土砂流出防備保安林 ２２１．２１

保健保安林 ０．９８

安中市 干害防備保安林 ３．６６

烏川 水源かん養保安林 ３９９．７４

土砂流出防備保安林 ２３２．５８

保健保安林 １３０．４０

高崎市 干害防備保安林 １８．２２

渋川市 干害防備保安林 ５．１２

吾妻川 水源かん養保安林 ７７１．６５

土砂流出防備保安林 ３４２．３２

保健保安林 ２０．２６

中之条町 干害防備保安林 １．２２

東吾妻町 干害防備保安林 １１．２０
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長野原町 防風保安林 ０．９０

嬬恋村 防風保安林 １．００

利根川上流 水源かん養保安林 ６６８．９０

土砂流出防備保安林 ５７．６０

保健保安林 １２．５８

沼田市 干害防備保安林 １．１６

川場村 干害防備保安林 ５．４６

みなかみ町 干害防備保安林 ５．０４

片品川 水源かん養保安林 １１８７．２０

土砂流出防備保安林 １５８．９５

保健保安林 １７．９６

赤城西南部 水源かん養保安林 １３６．２８

土砂流出防備保安林 ９９．３３

保健保安林 １８．２０

前橋市 防風保安林 ４．３０

干害防備保安林 ６１．７４

渡良瀬川西部 水源かん養保安林 ５８０．７７

土砂流出防備保安林 ３２６．２１

保健保安林 １１２．２６

太田市 干害防備保安林 ３．４４

桐生市 防風保安林 ０．４０

干害防備保安林 １２．０６

みどり市 干害防備保安林 ０．４８

※ 数値は、国有林及び民有林の合計値

◎群馬県告示第１８０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。
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令和３年６月１日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ３５３号 渋川市村上字甲里３６８１番の１地先 前 １０．９～１６．９ ４７７．６
から同市同字寺沢３６４６番の２地先
まで 後 １０．９～３１．３ ４５１．０

◎群馬県告示第１８１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年６月１日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

一般国道 ３５３号 渋川市村上字甲里３６８１番の１地先から同市同字寺沢 令和３年６月１日
３６４６番の２地先まで

◎群馬県告示第１８２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり使用料の収納の事務

を委託した。

令和３年６月１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 前橋市紅雲町一丁目７－１２ 群馬県住宅供給公社

２ 委託した事務の内容 群馬県県営住宅管理条例（昭和３５年群馬県条例第３２号）第２４条に規定する県営住

宅の家賃の収納事務

３ 委託期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により南八幡堰土地改良区の定款の変更を令和

３年５月２４日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年６月１日
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群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により赤郷台地土地改良区の定款の変更を令和

３年５月２４日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年６月１日

群馬県知事 山 本 一 太

公安委員会規則■

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

令和３年６月１日

群馬県公安委員会委員長 石 田 弘 義

群馬県公安委員会規則第７号

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

群馬県公安委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１７年群馬県公安委

員会規則第１３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施

行規則（平成１５年国家公安委員会規則第６号）第１１条及び群馬県行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する条例（平成１７年群馬県条例第２０号。以下「情報通信技術利用条例」という。）第１０条の規定に基

づき、公安委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に

より行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例によるほか、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 公安委員会等 群馬県公安委員会（以下「公安委員会」という。）、群馬県警察本部長（以下「本部長」と

いう。）及び警察署長（以下「署長」という。）をいう。

⑵ 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子

署名をいう。

⑶ 電子証明書 申請等を行う者又は県の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる

事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

（この規則の適用を受ける手続等）

第３条 この規則の規定は、公安委員会等に係る手続等（条例等を根拠とする本部長及び署長に係る手続等を除

く。）に適用する。

（手続等の告示）

第４条 本部長は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公安委員会等

が行う手続等について、その根拠となる法令及び条例等の名称及び条項を告示するものとする。

（電子情報処理組織による申請等）

第５条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「法」という。）
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第６条第１項又は情報通信技術利用条例第３条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請

等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって本部長

が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、申請等を行わな

ければならない。

２ 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により記載

すべきこととされている事項その他本部長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機

から公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該電子計算機に送信しなけれ

ばならない。

３ 前２項の規定により申請等を行う者は、本部長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに

併せて提出すべき書面等若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又はこれらに記載し、若

しくは記録すべき事項を、併せて公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当

該電子計算機に送信しなければならない。

４ 前項の規定により申請等を行う者は、次条第１項各号に掲げる場合を除いて、当該申請等を書面等により行う

ときに併せて提出すべき書面等又は電磁的記録の提出を省略することができる。

５ 第１項から第３項までの規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行

い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを公安委員会等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該電子計算機に送信しなければならない。ただ

し、本部長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき又は県の機関が申請等

を行う場合において本部長の定める情報処理システムを使用するときは、この限りでない。

⑴ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第

３条第１項に規定する署名用電子証明書

⑵ 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１２条の２第１項及び第３項（これらの規定を他の法令の規定

において準用する場合を含む。）の規定により登記官が作成した電子証明書

⑶ 前２号に掲げるもののほか、本部長が定める電子証明書

６ 法第６条第４項及び情報通信技術利用条例第３条第４項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定す

る措置とする。ただし、本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合

は、この限りでない。

７ 法令又は条例等の規定により同一の内容の書面等を複数提出すべきこととされている申請等について、第１項

から第３項までの規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみな

す。

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があ

る場合）

第６条 法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著

しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

⑴ 申請等をする者について対面により本人確認をする必要がある場合

⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要がある場合

⑶ 当該申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法によることが不可能であり、又は申請等に係る利便性

を著しく損なう場合

⑷ 前３号に掲げるほか、本部長の定める場合

２ 前条の規定により申請等を行う者は、当該申請等のうちに前項各号に掲げる部分がある場合は、本部長の定め
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るところにより、速やかに当該部分に係る書面等を提出しなければならない。

（電子情報処理組織による処分通知等）

第７条 公安委員会等は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、公安委員会等の使用

に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合す

るものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、処分通知等を行わなければならない。

２ 公安委員会等は、前項の規定により処分通知等を行うときは、法令又は条例等の規定により書面等に記載すべ

きこととされている事項その他本部長が必要と認める事項を、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録し、又は当該電子計算機に送信しなければならない。

３ 公安委員会等は、前２項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に

電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを公安委員会等に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録しなければならない。ただし、県の機関に対して処分通知等を行う場合で、本部長の定める情報処

理システムを使用するときは、この限りでない。

４ 法第７条第４項及び情報通信技術利用条例第４条第４項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定す

る措置とする。

（電磁的記録による縦覧等）

第８条 公安委員会等は、法第８条第１項又は情報通信技術利用条例第５条第１項の規定により電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、公安委員

会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書

類による方法により行うものとする。

（電磁的記録による作成等）

第９条 公安委員会等は、法第９条第１項又は情報通信技術利用条例第６条第１項の規定により電磁的記録の作成

等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他本部長が必要と

認める事項を、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク

（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもって調製する方法に

より行うものとする。

２ 法第９条第３項又は情報通信技術利用条例第６条第３項の氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録に

より作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は本部

長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

公安委員会告示■

◎群馬県公安委員会告示第２３号

公安委員会が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等の根拠

となる法令等（平成１７年群馬県公安委員会告示第３９号）は、廃止する。

令和３年６月１日

群馬県公安委員会委員長 石 田 弘 義
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警察本部告示■

◎群馬県警察本部告示第２号

群馬県警察本部長等の所管する条例等を根拠とする行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程を次

のように定める。

令和３年６月１日

群馬県警察本部長 千代延 晃 平

群馬県警察本部長等の所管する条例等を根拠とする行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

群馬県警察本部長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程（平成１７年群馬県警察本

部告示第２号）の全部を改正する。

条例等（群馬県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年群馬県条例第２０号）第２

条第２号に規定する条例等をいう。）を根拠とする群馬県警察本部長及び警察署長の所管する手続等における情報

通信の技術の利用に関する事務等については、群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する規則（令和３年群馬県公安委員会規則第７号）の例による。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

◎群馬県警察本部告示第３号

警察本部長が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等の根拠

となる法令等（平成１７年群馬県警察本部告示第３号）は、廃止する。

令和３年６月１日

群馬県警察本部長 千代延 晃 平

◎群馬県警察本部告示第４号

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則を次のように定める。

令和３年６月１日

群馬県警察本部長 千代延 晃 平

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則

（趣旨）

第１条 この細則は、群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令

和３年群馬県公安委員会規則第７号。以下「規則」という。）及び群馬県警察本部長等の所管する条例等を根拠

とする行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程（令和３年群馬県警察本部告示第２号。以下「規

程」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（電子情報処理組織を使用する方法等により公安委員会等が行う手続等の根拠となる法令又は条例等の名称及び

条項）

第２条 規則第４条及び規程によりその例によることとされた同条に規定する電子情報処理組織を使用する方法そ
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の他の情報通信の技術を利用する方法により公安委員会等が行う手続等の根拠となる法令又は条例等の名称及び

条項は別表第１のとおりとする。

（申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準）

第３条 規則第５条第１項及び規程によりその例によることとされた同項に規定する申請等を行う者の使用に係る

電子計算機の技術的基準は、次の機能を備えたものとする。

⑴ 公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

⑵ 公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて正常に通信できる機能

（申請等において記録すべき事項）

第４条 規則第５条第２項及び規程によりその例によることとされた同項に規定する本部長が必要と認める事項は、

別表第２左欄に掲げる法令又は条例等について、それぞれ同表右欄に掲げる条項の規定に基づく申請等を行う場

合における当該申請等をする者の電子メールアドレス（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１

４年法律第２６号）第２条第３号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。）とする。

（電磁的記録に記録すべき事項）

第５条 規則第５条第３項及び規程によりその例によることとされた同項に規定する者（同項の規定に基づき、書

面等に記載され、又は記載すべき事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってでき

た電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。）は、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年

月日時を記録するものとする。

（申請等を行った者を確認するための措置）

第６条 規則第５条第５項ただし書及び規程によりその例によることとされた同項ただし書に規定する措置は、別

表第２左欄に掲げる法令又は条例等について、それぞれ同表右欄に掲げる条項の規定に基づく申請等を行う場合

において、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６

号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。）の送信（公衆によって直接受信されることを目的とする電気通

信の送信を除く。）の用に供される電気通信設備（同条第２号に規定する電気通信設備をいう。）のうち当該申

請等の用に供する部分（以下「申請部分」という。）をインターネットにおいて識別することができる文字、番

号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレスごとに異なるものとなるように、有効期

間を定めて割り当てられるもの（以下「ワンタイムＵＲＬ」という。）を受信し、当該ワンタイムＵＲＬを用い

て申請部分に接続する措置とする。

（署名等代替措置）

第７条 規則第５条第６項ただし書及び規程によりその例によることとされた同項ただし書に規定する措置は、別

表第２左欄に掲げる法令又は条例等について、それぞれ同表右欄に掲げる条項の規定に基づく申請等を行う場合

において、同条第２項の規定により氏名又は名称を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録し、又は当該電子計算機に送信することとする。

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分が

ある場合の手続）

第８条 規則第６条第２項及び規程によりその例によることとされた同項の規定により、別表第２左欄に掲げる法

令又は条例等について、それぞれ同表右欄に掲げる条項の規定に基づく申請等に係る書面等を提出しようとする

者は、当該者に付与される番号、記号その他の符号を明らかにしなければならない。

（処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準）

第９条 規則第７条第１項及び規程によりその例によることとされた同項に規定する処分通知等を受ける者の使用

に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて正常に通信で
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きる機能を備えたものとする。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第１（第２条関係）

所管 手続等の根拠となる法令又は条例等の名称 条項

公安委員会 １ 群馬県情報公開条例（平成１２年群馬県条例第８３号） 第１２条第１項

２ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号） 第１６条第２項（同条
第３項において準用す
る場合を含む。）

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則（平 第１７条第１項
成３年国家公安委員会規則第４号）

４ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 第７４条の３第５項
（解任に係る届出に限
る。）

本部長及び １ 群馬県情報公開条例 第１２条第１項
署長

２ 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号） 第１７５条第１項及び
第１７９条第１項（こ
れらの規定を第１８７
条において準用する場
合を含む。）、第１８
６条並びに第１９０条
第１項

３ 道路交通法 第７８条第１項、第４
項及び第５項

４ 自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和３７年法律第１ 第４条第１項（同項た
４５号） だし書の申請等に係る

手続等に限る。）

別表第２（第４条、第６条、第７条、第８条関係）

手続等の根拠となる法令又は条例等の名称 条項

１ 警備業法 第１６条第２項（同条第３項に
おいて準用する場合を含む。）

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第１７条第１項

３ 道路交通法 第７８条第１項、第４項及び第
５項
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